
対象団体

こんな支援が受けられます

地域の課題解決のために専門家のチカラを
借りてみませんか？

・地域のお悩みに応じてコーディネーター（専門家）を選定し派遣します。
・課題解決を図るための助言や話合いのサポート等が受けられます。
・派遣にかかる費用は区役所が負担します。
・コーディネーター（専門家）との調整は区役所が中心となって進めます。

・連合自治会町内会
・単位自治会町内会
・地区社会福祉協議会
・地域の課題解決や魅力づくり等に取り組んでいる区民活動団体※
※瀬谷区を活動拠点とする任意団体で、継続して活動している団体又は新たに設立し継続的な活動を予定している団体が対象で

す。新設団体の申請は、原則１回までとし、２回目以降の申請には活動実績が必要です。
※複数団体での申込みも可能です（全対象団体共通）。

せやの地域づくり塾

コーディネーター
（専門家）派遣

担い手不足

      運営体制の見直し

      情報発信

      デジタル活用

      活動のスキルアップ

こんな相談に活用されています

まずはお気軽にご相談ください。



派遣実績（令和７年度）

自治会
役員の担い手確保や地域デビューの促進を図りたい。
→地域活動・まちづくりの専門家が、
人材発掘の視点や参加しやすい仕組みづくりの工夫、先行事例を紹介。

自治会
集金業務の効率化や情報共有の円滑化を図り、役員の負担を軽減したい。
→ICT活用支援の専門家が会費徴収のサービスの選び方や
公式LINEの活用方法について助言。

地域サロン・居場所づくり団体
参加者とのつながりづくり、場づくりのスキル向上を図りたい。
→コミュニケーション支援の専門家による活動見学や講習を通じて、
声かけの工夫や活動に即した助言を得た。

こども食堂・学習支援団体
地域に根差した活動をさらに広げ、組織運営を強化したい。
→地域交流拠点の見学や運営者への個別相談を通じて、
地域との連携のポイントや団体運営のノウハウを学んだ。

具体的で
わかりやす
かった。

参加者の声

活動に自信
が持てた。

自治会内で
検討を進める
きっかけに
なった。

実践者を見学できたこ
とで、活動のイメージ
がつかみやすかった。

申込み
令和８年 12 月 25 日（金）（派遣実施期間は令和９年３月まで）

瀬谷区役所３階35番窓口
地域振興課地域力推進担当
電 話 3 6 7 - 5 7 8 9

①窓 口
②メール se-chiikiryoku@city.yokohama.lg.jp
③郵 送 〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町190
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